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一

問
題
の
所
在

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
登
場
す
る
前
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
通
信
・
放
送
産
業
は
、
伝
送
路
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
と
端
末
の
特
殊
性
を

も
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
市
場
が
細
分
化
さ
れ
て
い
た
。
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に

か
か
る
伝
送
路
、
端
末
を
想
起
す
れ
ば
、
容
易
に
そ
れ
を
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
業
法
や
競
争
法
に
よ
る
規
制
は
、
そ
の
よ
う
な

細
分
化
さ
れ
た
市
場
を
前
提
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
は
、
細
分
化
さ
れ
て
い
た
市
場
を
統
合
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、T

C
P

/IP

を
基
礎

と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
、
端
末
と
し
て
の
パ
ソ
コ
ン
の
登
場
・
普
及
は
、
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
縦
割
的
な
産
業
構
造
を
、
階
層
的
な

産
業
構
造
へ
と
転
換
す
る
。
物
理(

p
h

y
sical)

層
、
ロ
ジ
カ
ル(

lo
g

ical)

層
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
、
コ
ン
テ
ン
ツ
層
か
ら
な
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
階
層
的
構
造

(

�)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
（
レ
イ
ヤ
ー
）
で
の
競
争
を
活
発
化
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
競
争
が
隣
接
す
る

階
層
で
の
競
争
に
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
や
コ
ン
テ
ン
ツ
層
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
性
、

活
発
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
階
層
的
構
造
の
競
争
促
進
効
果
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

(

�)

と
は
い
え
物
理
層
に
注
目
す
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
き
な
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
事
業
者
の
登

場
を
許
す
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
物
理
層
に
お
け
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
設
備
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
保
持
は
、
広
範
囲
の
サ
ー

ビ
ス
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
市
場
支
配
力
の
存
在
を
示
唆
し
、
規
模
の
経
済
性
と
範
囲
の
経
済
性
は
、
当
該
市
場
支
配
力
を
さ
ら
に
強

固
な
も
の
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
事
業
者
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
）
を
、
事
業
法
な
い
し
競
争
法
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
規
制
す

べ
き
か
、
米
国
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性(

N
e

tw
o

rk
N

e
u

trality)

」
の
問
題
と
呼
ば
れ
（
以
下
、
単
に
「
中
立

｢ネットワーク中立性」の研究
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性
の
問
題
」
な
ど
と
す
る)

、
一
流
の
法
学
者
、
経
済
学
者
が
多
数
議
論
に
参
加
す
る
最
先
端
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
具
体
的
に
法
案
が
議
会
で
審
理
さ
れ
る
等
、
単
な
る
理
論
上
の
議
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

(

�)

と
り
わ
け
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
、
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
市
場

支
配
力
の
レ
ベ
レ
ッ
ジ(

le
v
e

rag
e)

の
可
能
性
、
危
険
性
で
あ
る
。

(

�)

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や

コ
ン
テ
ン
ツ
の
品
質
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
品
質
に
大
き
く
依
存
す
る
。
こ
れ
は
、
①
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
レ
ベ
レ
ッ
ジ
の

危
険
性
を
大
き
く
高
め
る
と
と
も
に
、

(

�)

②
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
お
け
る
負
の
外
部
性
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻

輳
）
解
消
に
か
か
る
積
極
的
役
割
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

本
稿
は
、
米
国
に
お
け
る
複
雑
な
中
立
性
の
議
論
を
、
そ
の
対
立
軸
が
分
か
る
よ
う
に
、
網
羅
的
に
整
理
、
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

(

�)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
国
境
は
な
く
、
米
国
に
お
け
る
政
策
は
、
我
が
国
に
お
け
る
利
用
環
境
お
よ
び
事
業
環
境
に
直
接
的
な

効
果
を
有
す
る
。
ま
た
、
米
国
に
お
け
る
議
論
は
、
我
が
国
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
（
Ｉ
Ｐ
網
・
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
対

す
る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
き
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

二
〇
〇
六
年
九
月
に
総
務
省
が
策
定
し
た
「
新
競
争
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
一
〇
」
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
原
則
を
軸
と
し

て
、
Ｉ
Ｐ
網
へ
の
本
格
的
な
移
行
を
想
定
し
た
競
争
政
策
上
の
検
討
課
題
を
抽
出
・
整
理
す
る
」
と
し
、
具
体
的
に
、
二
〇
〇
七
年
九

月
に
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
懇
談
会
報
告
書
」(
以
下
、「
懇
談
会
報
告
書
」
と
い
う
）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
米
国
に

お
け
る
中
立
性
の
議
論
と
、
我
が
国
に
お
け
る
中
立
性
規
制
の
議
論
と
を
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)
T

C
P

/IP

の
レ
イ
ヤ
ー
構
造
は
、
物
理
層
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア)

、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
層
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
層
、

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
層
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
物
理
層
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
層
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

層
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
層
と
い
っ
た
レ
イ
ヤ
ー
の
分
類
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

論 説
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(

�)

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
Ｉ
Ｐ
化
に
伴
う
市
場
変
化
を
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
化
の
進
展
、
水
平
的
市
場
統
合
の
進
展
、
垂
直
的
市
場
統
合

の
進
展
と
い
う
三
点
に
ま
と
め
る
、
根
岸
哲
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
Ｉ
Ｐ
化
と
ド
ミ
ナ
ン
ト
規
制
」(

根
岸
哲
他
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お

け
る
技
術
と
競
争
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
』(

有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
所
収
）
四
五
頁
参
照
。
ロ
ジ
カ
ル
層
に
お
け
るT

C
P

/IP

に
よ
る

標
準
化
が
、
上
位
層
お
よ
び
下
位
層
に
お
け
る
多
様
性
を
生
み
出
し
て
き
た
と
す
る
、J.

F
arre

ll
&

P
.

J.
W

e
ise

r,
M

o
d

u
larity

,
V

e
rtical

In
te

g
ratio

n
,

an
d

O
p

e
n

A
cce

ss
P

o
licie

s
:

T
o

w
ard

s
a

C
o

n
v
e

rg
e

n
ce

o
f

A
n

titru
st

an
d

R
e

g
u

latio
n

in
th

e
In

te
rn

e
t

A
g
e
,

1
7

H
A

R
V

.

J.
L

.
&

T
E

C
H

.
8

5
,

9
0

�

9
1
(

2
0

0
3)

参
照
。

(

�)

法
案
に
つ
い
て
、
松
宮
広
和
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
第
一
〇
九
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
』
に
つ
い
て
の

政
策
に
関
す
る
主
要
な
法
案
に
つ
い
て
」
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
一
四
巻
三
五
九
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

(

�)

問
題
が
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
事
業
者
に
よ
る
力
の
濫
用
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
よ
る
力
の
濫
用
問
題

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、T

im
e

W
arn

e
r

が
ケ
ー
ブ
ル
市
場
を
支
配
す
る
な
ら
ば
、W

arn
e

r
B

ro
th

e
rs

の
コ
ン
テ

ン
ツ
を

D
isn

e
y

に
優
先
し
て
配
信
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
施
設
の
不
可
欠
性
（
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
の
不
可
欠
性
）
と
い
う
議
論
の
本
質
に
違
い
は
な
い
。

(

�)
J.

E
.

N
U

E
C

H
T

E
R

L
E

IN
&

P
.

J.
W

E
IS

E
R

,
D

IG
IT

A
L

C
R

O
S

S
R

O
A

D
S

:
A

M
E

R
IC

A
N

T
E

L
E

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

P
O

L
IC

Y

IN
T

H
E

IN
T

E
R

N
E

T
A

G
E

,
1

5
5
(

2
0

0
5)

.

(

�)

同
問
題
に
か
か
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
谷
脇
康
彦
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
誰
の
も
の
か
』(

日
経
Ｂ
Ｐ
社
・
二
〇
〇
七
年)

、
松
宮
広
和

「
近
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
』
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
」
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
一
四

巻
一
七
五
頁
（
二
〇
〇
七
年)

参
照
。

(

�)

舟
田
教
授
は
、
Ｉ
Ｐ
時
代
に
お
け
る
通
信
事
業
規
制
の
課
題
に
つ
い
て
、「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
各
社
が
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
か
ら
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
一
体
と
し
て
提
供
す
る
垂
直
統
合
型
の
事
業
を
展
開
し
、
回
線
設
備
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
独
占
に
よ
る
強
み
が
上
位
の

レ
イ
ヤ
ー
に
も
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
処
方
法
と
し
て
現
行
の
ド
ミ
ナ
ン
ト
規
制
で
は
不
十
分
な
場
合
に

は
、「
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
信
網
の
上
で
円
滑
に
流
通
さ
せ
る
た
め
の
機
能
（
例
え
ばQ

o
S
[

＝
品
質
管
理]

、
認
証
・

課
金
等
の
機
能
）
の
オ
ー
プ
ン
化
・
平
等
取
り
扱
い
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
」
に
な
る
場
合
が
あ
ろ
う
と
す
る
（
舟
田
正
之
「
次
世
代
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
規
制
シ
ス
テ
ム
―
接
続
規
制
・
ド
ミ
ナ
ン
ト
規
制
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
対
す
る
構
造
規
制
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
一
五
五

｢ネットワーク中立性」の研究
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頁
（
二
〇
〇
六
年)

）
。
本
稿
が
扱
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
規
制
の
必
要
性
・
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
垂
直
的
市
場
統
合
の

進
展
に
一
定
の
懸
念
を
示
し
て
い
た
、
土
佐
和
生
「
情
報
通
信
の
規
制
改
革
と
競
争
政
策
」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
二
三
号
八
九
頁
（
二
〇

〇
二
年
）
参
照
。二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
経
済
法
的
規
制

１

議
論
の
諸
相

�

電
気
通
信
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
か
ら
み
た
議
論

米
国
に
お
け
る
中
立
性
の
議
論
は
、
極
め
て
複
雑
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
。

(

�)

広
義
に
お
い
て
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
と
エ
ン
ド
ユ
ー

ザ
ー
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
間
の
関
係
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
議
論
さ
れ
る
。

(

�)

し
か
し
議
論
の
中
心
は
、
①
ブ
ロ
ー
ド
バ

ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者(

last
m

ile
tran

sm
issio

n
p

ro
v

id
e

rs)

と
、
②
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
と
の
垂
直

的
関
係
で
あ
る
。
前
者
①
は
、A

T
&

T

や

V
e

rizo
n

と
い
っ
た
通
信
事
業
者
や
、C

o
m

cast

や

T
im

e
W

arn
e

r

と
い
っ
た
ケ
ー
ブ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
を
指
す
の
で
あ
り
、
後
者
②
に
は
、M

icro
so

ft

、G
o

o
g

le

、Y
ah

o
o
!

、D
isn

e
y

と
い
っ
た
事
業
者
が
含
ま
れ

る
。
同
問
題
が
社
会
的
に
も
注
目
を
浴
び
る
理
由
は
、
共
に
米
国
経
済
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
名
だ
た
る
Ｉ

Ｔ
企
業
の
対
立
が
、
そ
こ
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

両
者
の
対
立
は
、
電
気
通
信
産
業
に
お
け
る
Ｉ
Ｐ
化
（
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
化
）
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ(

P
u

b
lic

S
w

itch
e

d
T

e
le

p
h

o
n

e
N

e
tw

o
rk)

の
時
代
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
の
事
業
活
動
は
垂
直
統
合
型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
Ｉ
Ｐ

(
In

te
rn

e
t

P
ro

to
co

l)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
移
行
は
、
電
気
通
信
産
業
を
レ
イ
ヤ
ー
化
す
る
。

レ
イ
ヤ
ー
化
は
、
一
方
で
、
各
レ
イ
ヤ
ー
の
市
場
参
加
者
に
大
き
な
利
潤
獲
得
の
機
会
を
与
え
る
。
水
平
的
市
場
統
合
（
イ
ン
タ
ー

論 説
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モ
ダ
ル
競
争
の
登
場
）
は
市
場
の
絶
対
的
拡
大
を
意
味
し
、
し
か
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
存
在
は
、
当
該
市
場
（
各
レ
イ
ヤ
ー
）
に

お
い
て
、
独
占
の
機
会
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
と
っ
て
、
レ
イ
ヤ
ー
化
は
自
ら
が
単
な
る

「
パ
イ
プ
屋(

d
u

m
b

p
ip

e)

」
と
な
る
危
険
性
を
示
唆
す
る
。

音
声
電
話
収
入
が
減
少
し
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
と
の
競
争
が
激
化
す
る
な
か
で
、
電
気
通
信
事
業
者
は
、
ブ
ロ
ー
ド

バ
ン
ド
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
、
映
像
、
音
声(

V
o

IP)

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
リ
プ
ル
プ
レ
イ
」
の
提
供
を
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
に
し
よ
う
と
す
る
。

(

�)

こ
れ
は
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
垂
直
統
合
の
試
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
伝
統
的
な
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
へ
の
回
帰
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
垂
直
的
市
場
参
入
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業

者
と
の
対
立
を
惹
起
す
る
。
こ
の
よ
う
に
中
立
性
の
議
論
は
、
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
転
換
に
起
因
す
る
問
題

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

中
立
性
の
問
題
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
対
し
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
利
潤
獲
得
の
機
会
を
認
め

る
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ
の
行
為
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
第
一
に
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
参
入
（
垂
直
統
合
）
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
大
き
な
帯
域

を
用
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
へ
の
料
金
引
き
上
げ
（
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
）

の
問
題
で
あ
る
。

�

事
業
法
規
制
の
あ
り
方
か
ら
み
た
議
論

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
に
お
け
る
米
国
の
規
制
政
策
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
を
巡
り
展
開

し
て
き
た
。
第
二
次
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
裁
定
、
一
九
八
二
年
の
Ａ
Ｔ
＆
Ｔ
分
割
・
修
正
同
意
判
決
、
お
よ
び
一
九
九
六
年
連
邦
通
信
法

｢ネットワーク中立性」の研究
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に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
は
、
非
差
別
義
務
に
よ
り
ラ
ス
ト
マ
イ
ル
に
か
か
る
独
占
力
を
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
こ
と
が
規
制
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
規
制
（
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
）
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
促
進
し
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
独
占
の
問
題
を
緩
和
し
て

き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
物
理
層
よ
り
も
上
位
層
に
お
け
る
競
争
が
、
独
占
力
に
対
す
る
バ
ッ
フ
ァ
（
緩
衝
材
）
と
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
に
よ
る
競
争
は
激
し
く
、
た
と
え
ば
有
数
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
で
あ
る
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
、
一
九
八
〇

年
代
お
よ
び
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
コ
ン
テ
ン
ツ
の
囲
い
こ
み
を
試
み
た
も
の
の
、
結
局
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
事
実
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

(

�)

電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
り
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
と
し
て
急
速
に
力
を
得
た
ケ
ー
ブ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
は
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
電
気

通
信
事
業
者
に
替
わ
る
ラ
ス
ト
マ
イ
ル
の
支
配
者
と
な
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
が
排
除
さ
れ
る
危
険
性
が
危
惧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
〇

〇
二
年
の
「
ケ
ー
ブ
ル
モ
デ
ム
指
令(

C
ab

le
M

o
d

e
m

O
rd

e
r)

」

(

�)

は
、
ケ
ー
ブ
ル
モ
デ
ム
を
利
用
し
た
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス

全
体
を
「
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
」
で
は
な
く
「
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
と
分
類
し
て
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者

へ
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
を
課
す
こ
と
を
断
念
し
た
。
一
旦
、B

ran
d

X

事
件
控
訴
審
判
決

(

�)

は
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

者
の
提
供
す
る
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
二
つ
に
分
類
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
点(

Ｐ
Ｏ
Ｐ)

ま
で
の
回
線
提
供
サ
ー
ビ
ス

に
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
性
を
認
め
、
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
を
支
持
す
る
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、

(

�)

結
局
、
最
高
裁
は
、
ケ
ー

ブ
ル
モ
デ
ム
指
令
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
の
「
有
線
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
ア
ク
セ
ス
指
令(

W
ire

lin
e

B
ro

ad
b

an
d

A
cce

ss
O

rd
e

r)
(

�)

」
は
、
ブ
ロ
ー
ド

バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
し
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
全
体
に
つ
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
裁
定

が
課
し
て
き
た
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
か
ら
解
放
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
結
局
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
は
、
基
本
的
に

論 説
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伝
統
的
な
事
業
法
規
制
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
イ
ン
フ
ラ
レ
ベ
ル
で
の
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
確
保
の

た
め
に
、
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
（
公
衆
通
信
事
業
者
）
と
し
て
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
か
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
を
解
放
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
同
時
に
公
表
し
た
声
明
に
お
い
て
、「
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
普
及
さ
せ
、
開
放
し
、
低
廉
な
も

の
と
し
、
全
て
の
消
費
者
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
に
す
る
」
こ
と
が
重
要
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
消
費
者
の
便
益
に
注
目

し
た
、
次
の
四
原
理
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
消
費
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
合
法
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
、

②
消
費
者
が
選
択
し
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
で
き
る
こ
と
、
③
消
費
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
害
を
与
え
な
い
端
末
を
接
続
で
き

る
こ
と
、
そ
し
て
④
消
費
者
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
間
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
間
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
間
の
競
争
に
か

か
る
便
益
を
享
受
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

P
o

w
e

ll

前
Ｆ
Ｃ
Ｃ
委
員
長
の
考
え
を
受
け
た
同
声
明
は
、
消
費
者
に
法
的
な
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。P

o
w

e
ll

の
考
え

は
、
上
の
四
原
理
を
基
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
自
主
規
制
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

イ
ン
ト
ラ
モ
ダ
ル
競
争
を
前
提
と
し

た
一
九
九
六
年
連
邦
通
信
法
は
、
イ
ン
タ
ー
モ
ダ
ル
競
争
を
前
に
し
て
対
応
策
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
市
場
に

お
い
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
自
主
規
制
に
よ
る
対
応
に
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
を
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
立
性
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
態
度
に
対
す
る
見
直
し
論
議
で
も
あ
る
。
中
立
性
の
議
論
の
賛
成
論
者
は
、
以
上

の
よ
う
な
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
態
度
に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
、

(

�)

反
対
論
者
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
現
在
の
規
制
態
度
を
十
分
と
す
る
。

(

�)

反
対
論
者

か
ら
す
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
に
つ
い
て
、
米
国
は
い
っ
た
ん
公
的
規
制
を
放
棄
す
る
方
針
を
選
択
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か
ら
見
る
な
ら
ば
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
議
論
に
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
参
加
す
る
こ
と
自
体
が
驚
き
で
あ
る
」
と

評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

｢ネットワーク中立性」の研究
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２

議
論
の
展
開

�

ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
対
す
る
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務

中
立
性
の
議
論
は
、
実
質
的
に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
有
す
る
市
場
支
配
力
へ
の
処
方
箋
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
へ
の
オ
ー

プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
よ
り
具
体
的
に
、L

e
m

le
y

&
L

e
ssig

は
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
規
制
問
題
か
ら
中
立
性
の
議
論
に
関
心
を
持
ち
、
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に

対
す
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
へ
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
（
そ
の
前
提
と
し
て
の
垂
直
統
合
の
禁
止
）
を
主
張
し
た
。

(

�)
L

e
ssig

ら
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
に
よ
る
競
争
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
市
場
支
配
力
を
抑
制
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。L

e
ssig

の
議
論
が
、

こ
の
よ
う
に
構
造
的
措
置
の
問
題
（
垂
直
統
合
の
禁
止
・
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
）
か
ら
生
じ
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
・
有
効
性
に
つ
い
て
、
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

�)

オ
ー
プ

ン
ア
ク
セ
ス
を
処
方
箋
と
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
裁
定
は
、
ナ
ロ
ー
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
批
判
は
、
①
ナ
ロ
ー

バ
ン
ド
の
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
時
代
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
の
よ
う
に
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
い
て
、
同
事
業
の
必
要
性
が
存

在
す
る
の
か
、

(

�)

ま
た
、
②
た
と
え
付
加
的
な
サ
ー
ビ
ス
（E

-m
ail

や
ス
パ
ム
、
ウ
ィ
ル
ス
対
策
等
）
に
よ
り
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
の
存
在
意

義
を
確
立
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
技
術
的
に
複
数
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
接
続
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

後
者
②
の
技
術
的
問
題
は
、
と
り
わ
け
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「E

th
e

r-

n
e

t-ty
p

e
(

b
u

s)
co

n
fig

u
ratio

n

」
を
採
用
し
て
お
り
、
多
数
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
の
存
在
を
認
め
て
も
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業
者
に
統
合
管
理
の
必
要
性
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

(

�)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
複
数
Ｉ
Ｓ
Ｐ
政
策
に
よ
る
構
造
規
制
は
画
餅
で
あ
り
、
全
く
意

味
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
二
〇
〇
〇
年
の

A
O

L
-T

im
e

W
arn

e
r

の
合
併
に
お
い
て
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
へ
の
オ
ー
プ

ン
ア
ク
セ
ス
義
務
を
課
し
た
も
の
の
、

(

�)

Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
は
合
併
会
社
の
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
Ｉ
Ｓ
Ｐ
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
を

論 説
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望
ま
ず
、
合
併
会
社

(

旧
Ａ
Ｏ
Ｌ)

の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
設
備
の
共
用
を
望
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
こ
の
よ
う
な
問
題
解
消
措
置
の
「
失

敗
」
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
独
占
問
題
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
の
、
複
数
Ｉ
Ｓ
Ｐ
政
策
の
難
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
複
数
Ｉ
Ｓ
Ｐ
政
策
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
を
む
し
ろ
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
も
あ
る
。
等
時
性
が
求
め
ら
れ
る

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
・
配
信
と
い
っ
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
、
中
立
性
問
題
を
最
初
に
指
摘
し
た

W
u

は
、
中
立
性
規
制
の
「
中
立(

N
e

u
trality)

」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
と
、

問
題
を
提
起
す
る
。W

u

に
よ
れ
ば
、
ベ
ス
ト
・
エ
フ
ォ
ー
ト
原
則
に
立
つ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
デ
ー
タ
通
信
以
外
の

Q
o

S

が
必

要
な
リ
ッ
チ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
、
必
然
的
に
差
別
す
る
。

(

�)

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
真
に
中
立
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る

た
め
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
垂
直
統
合
、
垂
直
協
力
は
不
可
避
で
あ
る
。
ま
たW

u

に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
複
数
Ｉ
Ｓ

Ｐ
政
策
（
構
造
的
措
置
）
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
レ
ベ
レ
ッ
ジ
を
実
効
的
に
抑
制
す
る
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

(

�)

そ

こ
でW

u

は
、
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
の
よ
う
な
構
造
的
措
置
に
よ
り
中
立
性
の
原
則
を
確
保
す
る
の
で
は
な
く
、「
差
別

(
b

ro
ad

b
an

d
d

iscrim
in

atio
n)

」
の
禁
止
と
い
う
行
為
措
置
に
よ
り
中
立
性
の
原
則
を
確
保
す
る
べ
き
と
す
る
。

(

�)

�

事
件

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
議
論
は
、
具
体
的
事
件
を
契
機
に
展
開
し
て
き
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
、
通

信
会
社
間
の
合
併
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
行
為
義
務
を
条
件
と
し
た
事
例
が
存
在
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
のA

T
&

T
/S

B
C

の
合
併
事
例
、V

e
rizo

n
/M

C
I

の
合
併
事
例
、
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
の

A
T

&
T

/B
e

llS
o

u
th

の
合
併
事
例
に
お
い
て
は
、
先
に
み
た

Ｆ
Ｃ
Ｃ
声
明
に
沿
っ
た
事
業
活
動
の
遂
行
が
、
問
題
解
消
措
置
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者

に
よ
る
現
実
の
競
争
者
排
除
行
為
を
前
提
と
し
た
事
後
規
制
の
事
例
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
中
立
性
問
題
に
対
す
る
Ｆ
Ｃ

｢ネットワーク中立性」の研究
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Ｃ
の
関
心
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
が
危
惧
す
る
競
争
者
排
除
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
具
体
的
に
示
す
も

の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
現
実
の
競
争
者
排
除
行
為
を
事
後
的
に
問
題
と
し
た
事
例
と
し
て
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｌ

事
業
者
が

V
o

IP

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
排
除
し
た
、M

ad
iso

n
R

iv
e

r

事
件

(

�)

が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
具
体
的
規
制
事

例
の
絶
対
的
な
少
な
さ
に
加
え
て
、
中
立
性
が
問
題
に
な
っ
た
裁
判
例
は
な
く
、

(

�)

政
策
論
な
い
し
立
法
論
と
し
て
の
展
開
が
、
議
論
を

拡
散
・
抽
象
化
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

(

�)

中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
は
中
立
性
規
制
を
拡
大
し
て
論
じ
る
（
そ
し
て
そ
の
不
合
理
性
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
規
制
反
対
の
根
拠

に
す
る
）
傾
向
が
あ
る
と
す
る
、I.

B
.

v
an

S
ch

e
w

ick
,

T
o

w
ard
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E
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5
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E
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E
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.
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E
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H

.
L

.
3

2
9
,

3
3

3

�33
4
(

2
0

0
7)

参
照
。
し
か
し
、
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
も
中
立
性
規
制
の
具
体
的
意
味

に
つ
い
て
合
意
を
み
な
い
と
す
る
、K

.
Z

h
u
,

B
rin

g
in

g
N

e
u

trality
to

N
e
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o

rk
N

e
u

trality
,

2
2
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E

R
K

E
L
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Y
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E
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.
L

.
J.

6
1
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6
2
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(
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0
0
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参
照
。
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R
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r
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ias?
:
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O
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d
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ran

d
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e
t,

2
9

H
A

S
T

IN
G

S

C
O

M
M

.
&

E
N

T
.

L
.

J.
1

7
1
,

1
9

8
(

2
0

0
7)

.

中
立
性
の
議
論
は
、
最
広
義
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
時
代
に
お
け
る
経
済
法
（
事
業

法
・
独
禁
法
）
規
制
の
あ
り
方
全
体
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
懇
談
会
報
告
書
は
、
中
立
性
の
議
論
を
、
そ
の
よ
う
に
最

広
義
に
定
義
す
る
。

(

�)

中
立
性
規
制
に
影
響
を
受
け
る
端
末
メ
ー
カ
ー
も
議
論
に
参
加
す
る
。C

isco

、M
o

to
ro

la

、Q
u

alco
m

と
い
っ
た
端
末
メ
ー
カ
ー
は
、

一
般
に
、
規
制
に
反
対
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
立
性
規
制
が
な
け
れ
ば
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て

Q
o

S

確
保
に
か
か
る
端
末
・
装
置
の

販
売
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)
F

rie
d

e
n
,

su
p

ra
n

o
te

9
,

at
1

7
7
,

1
9

5
.

(

	)
S

e
e

e
.

g
.,

N
U

E
C

H
T

E
R

L
E

IN
&

W
E

IS
E

R
,

su
p

ra
n

o
te

5
,

at
1

5
4

�15
5
.

(


)
In

q
u

iry
C

o
n

ce
rn

in
g

H
ig

h
-S

p
e

e
d

A
cce

ss
to

th
e

In
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rn
e

t
O

v
e

r
C

ab
le

an
d

O
th

e
r

F
acilitie

s
:

In
te

rn
e

t
O

v
e

r
C

ab
le

D
e

clarato
ry
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R
u

lin
g
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p
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p
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R
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0
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.
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X
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e
rv
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F
C

C
,

3
4

5
F

.
3

d
1

1
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0
(

2
0

0
3)

.

(
�)
も
っ
と
も
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
そ
の
広
い
裁
量
を
も
っ
て
、
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
に
対
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

い
た(
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at
1

6
1
.

(

�)
In

th
e

m
atte

r
o

f
A

m
e

rica
O

n
lin

e
,

In
c.

&
T

im
e

W
arn

e
r

In
c.,

F
T

C
D

o
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e
t

C

�39
8

9
,

A
g

re
e

m
e

n
t

C
o

n
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g

C
o

n
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n
t

O
rd

e
rs:

D
e
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n
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d

O
rd

e
r,

2
0

0
0

W
L

1
8

4
3

0
1

9
(

F
T

C
)
.

S
e
e

G
.

F
au

lh
ab

e
r,

N
e

tw
o

rk
E

ffe
cts

an
d

M
e

rg
e

r
A

n
aly

sis
:

In
stan

t
M

e
ssag

in
g

an
d

th
e

A
O

L
-T

im
e

W
arn

e
r

C
ase

,
2

6
T

E
L

E
C

O
M

.
P

O
L

’Y
3

1
1
(

2
0

0
2)

;
G

.
R

.
F

au
lh

ab
e

r,
A

cce
ss

an
d

N
e

tw
o

rk
E

ffe
cts

in
th

e

‘N
e

w
E

co
n

o
m

y
’:

A
O

L
-T

im
e

W
arn

e
r,

in
J.

E
.

K
W

O
K

A
JR

.
&

L
.

J.
W

H
IT

E
,

T
H

E
A

N
T

IT
R

U
S

T
R

E
V

O
L

U
T

IO
N
(

2
0

0
3)

.

(

�)
A

O
L

-T
im

e
W

arn
e

r
の
合
併
に
対
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｃ
と
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
条
件
に
つ
い
て
、「
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｏ

Ｌ
タ
イ
ム
ワ
ー
ナ
ー
が
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
投
資
す
る
こ
と
で
生
じ
る
便
益
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
、「
こ
れ
ら

の
条
件
は
合
併
以
後
に
ふ
る
わ
な
く
な
っ
た
Ａ
Ｏ
Ｌ
タ
イ
ム
ワ
ー
ナ
ー
の
業
績
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
、
ロ
バ

ー
ト
・
Ｗ
・
ク
ラ
ン
ド
ー
ル
『
テ
レ
コ
ム
産
業
の
競
争
と
混
沌
』
一
六
一
頁
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
・
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

(

�)
W

u
,

B
ro

ad
b

an
d

D
iscrim

in
atio

n
,

su
p

ra
n

o
te

2
4
,

at
1

5
0
.

S
e

e
also

,
G

O
L

D
F

A
R

B
,

su
p

ra
n

o
te

1
8
,

at
1

7
.

(

�)
W

u
,

B
ro

ad
b

an
d

D
iscrim

in
atio

n
,

su
p

ra
n

o
te

2
4
,

at
1

5
0
.

(

�)
Ib

id
.

S
e
e

also
,

W
u
,

A
U

se
r’s

G
u

id
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
4
,

at
8

5
.

な
お
、W

u

に
よ
れ
ば
、
①
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
が
、
ケ
ー
ブ
ル
モ
デ

ム
サ
ー
ビ
ス
と
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
と
を
共
に
提
供
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
②
電
気
通
信
事
業
者
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｌ
サ
ー
ビ
ス
と
、
音

声
通
話
サ
ー
ビ
ス
と
を
共
に
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る(

n
ak

e
d

D
S

L

を
提
供
す
る
必
要
が
な
い)

。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
①
顧
客
が

他
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
阻
害
し
て
は
い
け
な
い
し
、
②
提
供
す
る
Ｄ
Ｓ
Ｌ
を
用
い
て
他
社
の
音
声
通
話
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
こ
と
を
阻
害
し
て
は
い
け
な
い
。

(

	)
A

T
&

T
/S

B
C

,
F

C
C

0
5

�

1
8

3
,

at
1

2
5
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2
0

0
5)

;
V

e
rizo

n
/M

C
I,

F
C

C
0

6
�18

4
,

at
1

3
0
(

2
0

0
5)

;
A

T
&

T
/B

e
llS

o
u

th
,

F
C

C
0

6

�18
9
,

at
1

5
4(

2
0

0
6)

.
S

e
e

J.
G

.
S

id
ak

,
A

C
o

n
su

m
e

r-W
e

lfare
A

p
p

ro
ach

to
N

e
tw

o
rk

N
e

u
trality

R
e

g
u

latio
n

o
f

th
e

In
te

rn
e

t,
2

J.

C
O

M
P

E
T

IT
IO

N
L

.
&

E
C

O
N

.
3

4
9
,

4
3

3
(

2
0

0
6)

.
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(

�)
M

ad
iso

n
R

iv
e

r
C

o
m

m
u

n
icatio

n
s,

L
L

C
O

rd
e

r
an

d
C

o
n

se
n

t
D

e
cre

e
,

M
arch

3
,

2
0

0
5
.

(

�)

中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
は
、
事
例
の
少
な
さ
を
も
っ
て
、
規
制
反
対
の
理
由
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者

は
、
①
事
例
は
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
事
業
者
の
競
争
者
排
除
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
明
確
に
示
す
も
の
と
指
摘
し
、
ま
た
現
在
、
②
中
立
性
規
制

に
か
か
る
議
論
の
盛
り
上
が
り
が
、
多
く
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
実
効
的
に
抑
制
し
て
お
り
、
無
規
制
の
方
針
表
明
が
そ
の
よ
う
な
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
の
具
体
的
発
露
の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
警
告
す
る
。

(

�)

こ
れ
を
強
調
す
る
、Z

h
u
,

su
p

ra
n

o
te

8
,

at
6

2
6

参
照
。

三

学
説
の
対
立

１

L
e

ssig

�

エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性

中
立
性
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
も
強
く
規
制
賛
成
を
主
張
す
る
論
者
が

L
e

ssig

教
授
で
あ
る
。L

e
ssig

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
お
け
る
「
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
」
を
重
視
し
て
、
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
い
て
力
を
濫
用
す
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。L

e
ssig

に
よ
れ
ば
、
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
の
特
徴
的
差
異
は
、「
知(

in
te

llig
e

n
ce)

」
の
存
在
場
所
で
あ
る
。
た
と
え
ば
伝
統
的
な
電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い

て
、「
知
」
は
中
央
の
交
換
機
に
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
、「
知
」
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
末
端
」

に
存
在
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
末
端
と
末
端
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
価
値
を
有
す
る
（
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー

・
エ
ン
ド
性)

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
こ
そ
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
末
端
に
お
け
る
、
爆
発
的

な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

L
e

ssig

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
は
、
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す
る
オ
ー
プ
ン

｢ネットワーク中立性」の研究
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ア
ク
セ
ス
規
制
を
通
じ
た
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
市
場
の
競
争
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
い
て
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
へ
の
オ
ー

プ
ン
ア
ク
セ
ス
が
保
障
さ
れ
な
い
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
提
供
さ
れ
る
に
つ
れ
、「
自
由
」

(

�)

と
「
支
配
」
の
い
ず
れ
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
将
来
を
決
す
る
の
か
と
の
命
題
が
生
じ
て
い
る
。
い
か
な
る
形
な
い
し
程
度
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
支

配
は
、
そ
れ
が
生
み
出
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
減
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)
L

e
ssig

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め

に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
中
立
性
規
制
を
課
す
こ
と
が
必
要
と
す
る
。

(

�)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
理
想
と
す
べ
き
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
し
てL

e
ssig

が
指
摘
す
る
の
は
、「
電
力
網
」
で
あ
る
。

(

�)

配
線
グ
リ
ッ
ド

が
有
す
る
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
電
気
機
器
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
定
性
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
る
。
電
力
網
が
電
気
機
器
を
差
別
、
排
除
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ

ン
ツ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
特
定
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
差
別
、
排
除
で
き
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(

�)

L
e

ssig

は
、P

o
w

e
ll

の
四
原
則
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
力
の
濫
用
を
禁
止
す
る
中
立
性
原
則
を
加
え
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
具
体
的
にL
e

ssig

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
を
具
現
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
所
有
者
が
、
発
明
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ン
テ
ン
ツ
を
阻
止
す
る
お
そ
れ
が
な
く
な
る
。
消
費
者
は
そ
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
持
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
リ
ス
ク
は
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
が
、
①
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
自
ら
の
事
業
と
競
合
す
る
（
た
と
え
ば

V
o

IP

）
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

又
は
②
発
明
者
か
ら
多
く
の
支
払
い
を
得
よ
う
と
し
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
の
で
あ
る｣

(

�)

。

①
お
よ
び
②
の
例
示
か
ら
、L

e
ssig

が
懸
念
す
る
二
つ
の
具
体
的
行
為
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。L

e
ssig

は
、
①
ネ
ッ
ト
ワ

論 説
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ー
ク
事
業
者
に
よ
る
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
競
争
者
排
除
（
垂
直
統
合
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
利
用
し
た
競
争

者
の
排
除)

、
お
よ
び
②
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
追
加
課
金
方
法
（
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
）
を

懸
念
す
る
の
で
あ
る
。
連
続
す
る
も
の
の
、
前
者
①
は
、
そ
れ
自
体
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
（
競
争
法
）
違
反
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

後
者
②
は
、
価
格
差
別
の
一
種
と
し
て
、
原
則
と
し
て
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

�

議
論
の
ノ
ー
ド

中
立
性
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
経
済
的
成
果
の
観
点
か
ら
の
み
、
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
論
の
多
様
性
の
確
保
等
、
中
立

性
規
制
に
つ
い
て
は
、
非
経
済
的
価
値
の
評
価
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
議
論
の
中
心
が
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
分
析
に
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
れ
ら
経
済
的
議
論
の
対
立
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
り
、
整
理
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
先
に

L
e

ssig

の
発
言

に
見
た
よ
う
に
、
規
制
賛
成
論
者
の
懸
念
は
、
①
垂
直
統
合
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
利
用
し
た
競
争
者
の
排
除

(
b

lo
ck

in
g

と
呼
ば
れ
る)

、
そ
し
て
②
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
と
言
っ
て
よ
い
。
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
に
よ
れ
ば
、

①
お
よ
び
②
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限
お
よ
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の

関
心
か
ら
、
規
制
を
検
討
す
べ
き
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
②
の
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア

リ
ン
グ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の
関
心
か
ら
、
す
べ
か
ら
く
合
法
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
と
で
、
概
ね
賛
成
論
者
と
反
対
論
者
の
攻
守

が
入
れ
替
わ
る
。
こ
れ
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
中
立
性
規
制
に
賛
成
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
中
立

性
規
制
に
反
対
す
る
こ
と
と
附
合
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
お
け
る
問
題
を
、
順
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

｢ネットワーク中立性」の研究
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２

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
関
心

�

論
点

ま
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
参
入
問
題
、
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
競
争
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
差
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
市
場
に
お
け
る
競
争
そ
し
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す

る
。
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
レ
ベ
レ
ッ
ジ
を
問
題
に
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
具
体
的
に

L
e

m
le

y
&

L
e

ssig

は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
抱
き
合
わ
せ
行
為
を
例
と
し
て
、
議
論
を
展
開
す
る
。

レ
ベ
レ
ッ
ジ
の
危
険
性
を
基
に
中
立
性
規
制
に
賛
成
す
る
論
者
に
対
し
て
、
中
立
性
規
制
に
反
対
す
る
論
者
は
、
次
の
よ
う
な
議
論

を
展
開
す
る
。
第
一
の
議
論
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
能
力
が
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
（
レ
ベ
レ

ッ
ジ
す
る
能
力
の
問
題)

、
第
二
の
議
論
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
を
支
配
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
も
の
（
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
問
題
）
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
議
論
は
、

賛
成
論
者
の
意
図
と
は
異
な
り
、
中
立
性
規
制
が
む
し
ろ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
競
争
制
限
を
も
た
ら
し
て
し

ま
う
と
の
主
張
（
規
制
の
失
敗
の
問
題
）
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
詳
し
く
検
討
す
る
。

�

レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
能
力
の
問
題

第
一
に
、
そ
も
そ
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
は
、
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
市
場
支
配
力
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

�)

問
題
は
、(

ア
）

市
場
支
配
力
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
（
濫
用
市
場)

、
お
よ
び
そ
の
画
定
の
前
提
と
な
る
、(

イ
）
市
場
支
配
力
が

レ
ベ
レ
ッ
ジ
さ
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
（
効
果
市
場
）
の
画
定
に
及
ぶ
。

論 説
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ま
ず
、(

ア
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
つ
い
て
、
中
立
性
規
制
に
反
対
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
市
場
に
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン

ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
と
し
て
、
Ｄ
Ｓ
Ｌ
事
業
者
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
存
在
す
る
（
①)

。
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に

は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
選
択
肢
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
市
場
を
適
切
に
画
定
す
れ
ば
、
①

を
超
え
て
、W

im
ax

、B
P

L
(

B
ro

ad
b

an
d

o
v
e

r
P

o
w

e
r

L
in

e)

等
を
含
め
た
広
い
市
場
を
画
定
で
き
る
可
能
性
も
存
在
す
る
（
②)

。

こ
れ
ら
①
な
い
し
②
の
市
場
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
市
場
支
配
力
が
存
在
す
る
か
は
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
で
あ
る
か
は)

、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
①
な
い
し
②
の
市
場
に
お
い
て
、
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
市
場
支
配
力
の
発
生
を
確
認
で
き
る
と
し
て
も
、
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
有
す
る
力
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
市
場
支
配
力
は
、

G
o

o
g

le

やY
ah

o
o
!

、e
B

ay

と
い
っ
た
需
要
者
と
の
相
関
関
係
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
新
規
参
入
（
垂
直
参
入
）
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
る
（
③)

。
実
際
に

も
、G

o
o

g
le

は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
内
の
一
部
都
市
に
お
い
て
無
料

W
iF

i

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
中
立
性
規
制
に

反
対
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
へ
の
参
入
障
壁
の
低
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(

�)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
規

制
の
賛
成
論
者
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
か
ら
の
保
護
対
象
と
さ
れ
て
い
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の
現
実
的
参
入
者
と
な
っ
た
こ
と
は
、
大
変
皮
肉
で
あ
る
。

次
に
、(

イ
）
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
つ
い
て
、
中
立
性
規
制
に
反
対
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
地
理
的
関
連
市

場
は
広
く
全
米
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
立
性
規
制
の
代
表
的
反
対
論
者
で
あ
る

Y
o

o

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
懸
念
す
る
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
総
数
で
あ
る
。
潜
在
的
顧
客
の
ベ
ー
ス

が
十
分
に
大
き
け
れ
ば
、
特
定
の
街
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
ー
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
か
ど
う
か
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い｣

。

｢ネットワーク中立性」の研究
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「
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
理
的
関
連
市
場
は
特
定
地
域
で
は
な
く
、
全
米
と
な
る｣

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
観
点
か
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
が
狭
く
画
定
さ
れ
（
上
記
（
ア
）
で

見
た
問
題)

、
当
該
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
制
限
を
受
け
た
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
全
米
で
一
定
の
ユ
ー
ザ
ー
数
を
確
保
で
き
る
な
ら
ば
、
特
定
地
域
か
ら
の
排
除
も
実
効
性

を
有
さ
ず
、
そ
れ
自
体
は
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
地
理
的
拡
大
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
市
場
の
拡
大
を
意
味
し
（
上
記
②
な
い
し
③
の
可
能
性
が
高
ま
る)

、
そ
も
そ
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
市
場
支
配
力
が

存
在
し
な
い
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

以
上
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、L

e
ssig

ら
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
（
ア
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
の
画
定
に

つ
き
、
①
Ｄ
Ｓ
Ｌ
と
ケ
ー
ブ
ル
は
伝
送
容
量
に
お
い
て
差
別
化
さ
れ
て
お
り
、
完
全
な
代
替
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
ず
、
ま
た
②
乗
り

換
え
費
用
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
際
上
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
二
つ
の
選
択
肢
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
有
す
る

市
場
支
配
力
は
明
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
�)

さ
ら
に
、(

イ
）
地
理
的
市
場
の
画
定
に
つ
き
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン

ツ
市
場
を
全
米
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
は
、Y

ah
o

o
!

や

A
m

azo
n

の
よ
う
に
全
米
で
活
動
す

る
こ
と
な
く
、
特
定
地
域
の
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
注
目
す
る
者
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
は
間
接
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
特
徴
と
す
る
こ
と
か
ら
、
市
場
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
易
に
競
争
制
限
の
お
そ
れ
な
し
と
判
断
す
る
こ
と

に
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

�

レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
問
題

第
二
に
、
た
と
え
適
切
に
市
場
を
画
定
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
市
場
支
配
力
が
存
在
す
る
と
認
定
で
き
る
と
し
て
も
、
ネ
ッ
ト

論 説
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ワ
ー
ク
事
業
者
は
、
そ
れ
を
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
こ
と
が
な
い
（
レ
ベ
レ
ッ
ジ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
こ
と
が
な
い
）
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、(

ア
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
お
よ
び
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
垂
直
統
合
の
利
益
に
か
か

る
議
論
（
垂
直
統
合
の
利
益
に
か
か
る
伝
統
的
議
論
）
と
、
そ
れ
と
連
続
す
る
が
、(

イ
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
補
完
関
係
に
注
目
す
る
議
論
（
間
接
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
に
注
目
す
る
議
論
）
と
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
、(

ア
）
垂
直
統
合
の
利
益
に
か
か
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市

場
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
市
場
支
配
力
獲
得
の
動
機
と
い
う
よ
り
も
、
効
率
性
達
成
の
動
機
に
基
づ
く
と
い

う
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
は
独
占
す
る
上
流
市
場
に
お
い
て
市
場
支
配
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
利
潤
を
最

大
化
で
き
る
の
で
あ
り
、
二
重
限
界
化
の
議
論
（
単
一
レ
ン
ト
理
論
）
か
ら
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
流
市
場
を
支
配
す
る
こ
と
で

利
潤
獲
得
の
機
会
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
独
占
者
）
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
参
入
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
①
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
問
題
の
解
消
、
②
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
品
質
・
相
互
機
能
性
の
確
保
、
③

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
改
良
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
等
、
望
ま
し

い
経
済
的
成
果
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
と
推
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

(

�)

そ
れ
を
非
難
す
べ
き
で
は
な
い
。

次
に
、(

イ
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
補
完
関
係
に
注
目
す
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
流
通
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
が
増
加
す
る
こ
と
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
価
値
を
高
め
る
の
で
あ
り
（
補
完
的
外
部
性)

、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
効
率
性
を
損
な
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

は
存
在
し
な
い
と
す
る
。

(

�)

こ
の
問
題
を
「
補
完
的
効
率
性
の
内
部
化
問
題(

IC
E

:
In

te
rn

alizin
g

C
o

m
p

le
m

e
n

tary
E

fficie
n

cie
s)

」
と
す
る

F
arre

ll
&
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W
e

ise
r

に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
独
占
者
に
と
っ
て
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
効
率
性
を
高
め
て
、

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
が
利
益
で
あ
る
。「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
に
お
け
る
競
争
が
効
率
的
で
あ
れ
ば
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
独
占
者
は
そ
れ
を
守
る
の
で
あ
る｣

。

(

�)
具
体
的
にF

arre
ll

&
W

e
ise

r

に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
独
占
者
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
い
て
、

全
部
統
合
、
完
全
分
離
、
一
部
統
合
の
う
ち
、
最
も
効
率
的
な
事
業
形
態
を
採
用
す
る
。
た
と
え
当
初
、
全
部
統
合
を
選
択
し
た
と
し

て
も
、
独
立
事
業
者
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
事
後
的
に
判
断
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
一
部
統
合
が
、
反
競
争
的
な
差
別
行
為
の
懸
念
を
も
た
ら
し
、
独
立
事
業

者
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
損
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
独
占
者
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
か
ら
退
出
す
る
こ
と
で
（
事
後
的
な
全
部
分
離)

、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
投
資
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
市
場
支
配
力
を
レ
ベ
レ
ッ
ジ
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
そ
も
そ
も
発
生

せ
ず
、
中
立
性
規
制
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
効
率
的
意
思
決
定
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
しF

arre
ll

&
W

e
ise

r

に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
理
論
に
は
、
例
外
が
あ
る
。
と
り
わ
け
情
報
通
信
産
業
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
例
外
（
す
な
わ
ち
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
事
業
者
が
レ
ベ
レ
ッ
ジ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
場
合
）
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
。

(

�)

第
一
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
市
場
）
に
価
格
規
制
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
レ
ベ
レ
ッ
ジ

否
定
論
（
シ
カ
ゴ
学
派
）
に
お
い
て
、
バ
ク
ス
タ
ー
・
ロ
ー(

B
ax

te
r

L
aw
)

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
価
格
規
制
の
存
在
は
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
独
占
利
潤
の
完
全
な
獲
得
を
困
難
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で

論 説
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の
独
占
利
潤
獲
得
に
か
か
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
発
生
さ
せ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

第
二
に
、
価
格
差
別
の
手
段
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
参
入
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え

ば
Ｉ
Ｃ
Ｅ
理
論
に
よ
れ
ば
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
は
、
自
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
価
値
を
高
め
る
も
の
と
し
て
、
ビ
デ
オ

の
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
を
歓
迎
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
り
番
組
提
供
を
通
じ
た
自
ら
の
価
格
差
別
戦
略
が
不
可
能
に
な

る
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
、
ビ
デ
オ
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

第
三
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
排
除
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
独
占
力
の
維
持
に
資
す
る
場
合

で
あ
る
。
た
と
え
ば
独
立
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の
参

入
障
壁
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
段
階
参
入
の
強
制)

。
特
に
、
両
市
場
の
効
率
的
事
業
規
模
が
異
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ

の
障
壁
は
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
ろ
う
。

(

�)

ま
た
上
で
見
た

G
o

o
g

le

の
事
例
の
よ
う
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者

が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
有
効
な
潜
在
的
競
争
者
と
い
う
こ
と
も
あ
る
（
垂
直
的
市
場
参
入)

。
な
ぜ
な
ら
ば

①
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
を
知
悉
し
て
お
り
、
し
か
も
②
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者

に
よ
る
対
抗
等
、
市
場
参
入
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
の
競
争
激
化
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
需
要

の
増
大
と
い
う
正
の
効
果
を
も
た
ら
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
独
占
利
潤

を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
競
争
者
を
排
除
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん

V
o

IP

の
場

合
の
よ
う
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
対
す
る
新
た
な

現
実
的
競
争
者
を
生
み
出
す
場
合
も
あ
る
。

第
四
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
、
完
全
な
補
完
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
の
全
て
の
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
不
可
欠
で
は
な
い
場
合
や
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

｢ネットワーク中立性」の研究
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ン
市
場
に
規
模
の
経
済
性
な
い
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
発
生
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
レ
ベ
レ
ッ
ジ
の

危
険
性
が
高
ま
る
場
合
が
あ
る
。

(

�)

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
に
お
け
る
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ナ
ロ
ー
バ
ン
ド
市
場
に
お
い
て

も
利
用
可
能
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
は
、
ナ
ロ
ー
バ
ン
ド
市
場
で

の
付
加
的
な
利
潤
を
求
め
て
、
当
該
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
を
支
配
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ブ
ロ
ー
ド

バ
ン
ド
市
場
に
お
い
て
、
多
く
の
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
は
、
そ
の
収
入
を
外
部
（
広
告
収
入
等
）
か
ら
も
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
補
完

関
係
の
不
存
在
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

�)

中
立
性
規
制
を
支
持
す
る
論
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
例
外
的
場
合
に
対
処
す
る
こ
と
を
、
規
制
の
根
拠
と
す
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、

Ｉ
Ｃ
Ｅ
理
論
に
基
づ
き
中
立
性
規
制
に
反
対
す
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
対
処
す
る
と
し
て
も
、
中
立
性
規
制
の
よ
う

な
画
一
的
規
制
の
必
要
性
が
問
題
で
あ
る
。

(

�)

競
争
制
限
的
な
レ
ベ
レ
ッ
ジ
に
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
上

の
例
外
に
対
し
て
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
制
で
足
り
る
。
実
際
に
も
、
レ
ベ
レ
ッ
ジ
に
か
か
る
事
例
の
少
な
さ
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法

の
存
在
の
大
き
さ
を
示
す
と
主
張
す
る
。

(

�)

�

中
立
性
規
制
が
反
競
争
的
に
機
能
す
る
危
険
性

第
三
に
、
中
立
性
規
制
が
、
む
し
ろ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
競
争
制
限
行
為
に
資
す
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ

る
。
一
見
し
た
活
発
な
競
争
環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
は
一
様
に
競

争
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
市
場
は
高
度
に
集
中
化
し
て
い
る
の
で
あ
り

(
Y

ah
o

o
!

、G
o

o
g

le

等)

、
こ
の
よ
う
に
集
中
化
し
た
市
場
に
お
い
て
、
優
先
的
取
扱
い
に
よ
る
差
別
化
の
機
会
を
公
的
規
制
（
中
立

性
規
制
）
に
よ
り
禁
じ
る
こ
と
は
、
①
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
間
の
協
調
行
為
を
促
進
し
（
市
場
支
配
力
の
形
成)

、

(

�)

ま
た
、
②
た
と
え

論 説
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ば
等
時
性
が
求
め
ら
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
た
新
規
参
入
者
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
に
起
因
す
る
高
い
参
入
障
壁
を
克
服

す
る
よ
う
な
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
る
（
市
場
支
配
力
の
維
持
・
強
化
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
レ
ベ
レ
ッ
ジ
を
危
惧
す
べ
き
実
証
的
証
拠
は
な
い
。
最
も
危

惧
さ
れ
た
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
レ
ベ
レ
ッ
ジ
に
つ
い
て
、
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
ビ
デ
オ
の
排
除
と
い
っ
た
事
例
は
み

ら
れ
ず
、
せ
い
ぜ
い
①
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
制
約
、
②
Ｖ
Ｐ
Ｎ
の
利
用
制
限
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
接

続
台
数
制
限
と
い
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
に
必
要
最
小
限
な
も
の
と
い
え
、
ま
た
そ
れ

ら
制
約
す
ら
消
滅
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
す
る
。

(

�)

�

S
id

ak

に
よ
るL

e
ssig

批
判

さ
て

S
id

ak

は
、
以
上
の
よ
う
な
中
立
性
規
制
の
反
対
論
に
対
し
て
、L

e
ssig

は
効
果
的
な
反
論
を
行
い
得
な
か
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。S

id
ak

に
よ
れ
ば
、L

e
ssig

は
当
初
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
静
態
的
効
率
性
の
問
題
を
主
張
の
基

礎
に
備
え
て
い
た
も
の
の
、
上
記
の
よ
う
な
反
対
論
に
論
駁
さ
れ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
問

題
へ
と
議
論
の
軸
足
を
移
し
た
と
す
る
。S

id
ak

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

L
e

ssig

の
変
説
で
あ
る
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
理
論

的
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、L

e
ssig

の
主
張
は
単
な
る
逸
話
に
と
ど
ま
り
、
証
明
も
反
証
も
不
可
能
に
な
っ
た
と
い

う
。

(

�)

し
か
し

L
e

ssig

の
主
張
に
、
方
法
論
上
の
変
化
は
あ
っ
て
も
、
問
題
関
心
に
変
化
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

L
e

ssig

に
よ
る
中
立
性
規
制
へ
の
関
心
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
（
と
り
わ
け
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
）
に
対
す
る
垂

直
統
合
の
禁
止
、
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と
し
た
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
か
ら
始
ま
っ
た
。L

e
ssig

に
と
っ
て
、
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ

｢ネットワーク中立性」の研究
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ス
は
最
善
の
問
題
解
決
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
がL

e
ssig

に
よ
れ
ば
、「
こ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
間
の
競
争
が
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー

・
エ
ン
ド
の
中
立
性
を
守
る
と
の
考
え
が
、
近
年
、
疑
問
視
さ
れ
て
き
て
い
る｣

。

そ
し
て
、L

e
ssig

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。「
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
に
お
け
る
集
中
化
傾
向
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｓ

Ｐ
事
業
者
間
の
競
争
が
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
の
中
立
性
を
確
保
す
る
と
の
命
題
は
、
現
在
で
は
実
質
的
に
意
味
の
な
い
も
の
で

あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
間
の
競
争
が
十
分
か
否
か
の
問
題
以
前
に
、
も
は
や
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
市
場
に
は
、
競

争
す
る
に
足
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
は
存
在
し
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
市
場
に
お
い
て
、
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
に
つ
き
、
複
占
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る｣

。
(

�)

L
e

ssig

は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
間
の
競
争
（
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
政
策
）
が
中
立
性
を
確
保
す
る
か
に
つ
き
議
論
す
る
段
階
は
過
ぎ

た
と
い
う
。L

e
ssig

が
構
造
的
措
置
か
ら
行
動
的
措
置
に
関
心
を
移
動
さ
せ
る
の
は
、L

e
ssig

の
変
説
と
い
う
よ
り
も
、
市
場
の
現

状
に
対
応
し
た
方
法
論
の
変
化
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の
原
理
的
関
心
は
、
常
に
、
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
に
支
え
ら
れ

た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
問
題
に
あ
り
、S

id
ak

が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
ぶ
れ
」
は
存
在
し
な

い
。�

賛
成
論
者
と
反
対
論
者
の
違
い

議
論
を
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
競
争
に
関
心
を
寄
せ
る
中
立
性
規
制
の
問
題
は
、
競

争
者
排
除
の
危
険
性
に
対
処
す
る
処
方
箋
と
し
て
、
事
前
規
制
と
し
て
の
中
立
性
規
制
が
必
要
・
相
当
か
と
い
う
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
事
後
規
制
と
し
て
の
競
争
法
の
存
在
に
鑑
み
た
、
中
立
性
規
制
の
必
要
性
で
あ
る
。
反
対
論
者
に
よ
れ
ば
、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
者
排
除
の
問
題
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
事
後
規
制
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で

論 説
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あ
り
、
事
業
法
に
よ
る
事
前
規
制
（
画
一
的
な
行
為
規
制
）
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
は
な
い
。
中
立
性
規
制
は
過
剰
規
制
と
な
る
危
険
性

を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
賛
成
論
者
に
よ
れ
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
型
の
事
後
規
制
で
は
、
規
制
の
遅
さ
、
お
よ
び
規
制
の
予
測
可
能
性
に
問

題
が
生
じ
る
。

(

�)

賛
成
論
者
に
よ
れ
ば
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
阻
害
を
懸
念
す
る
中
立
性
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
、「
事
前
規
制(

e
x

an
te

ru
le

s)
の
失
敗
か
ら
生
じ
る
消
費
者
へ
の
潜
在
的
な
損
害
が
、
事
後
規
制(

e
x

p
o

st
ad

ju
d

icatio
n)

の
場
合
よ
り
も
大
き
い
も

の
で
あ
る
と
の
理
論
的
・
実
証
的
証
拠
は
存
在
し
な
い｣

。
し
か
も
、「
事
前
の
非
差
別
ル
ー
ル
を
狭
く
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
後

規
制
よ
り
も
損
害
を
小
さ
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
事
後
規
制
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
独
立
の
ア
プ
リ
ケ

ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
、
複
数
そ
し
て
特
に
多
く
、
市
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
消
費
者
が
イ
ノ
ベ
ー
テ

ィ
ブ
な
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
す
る
。

(

�)

限
定
的
な
事
前
ル
ー
ル
と
し
て
、
た
と
え
ばW

u

も
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
垂
直
統
合
に
理
解
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
差
別
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
の
中
に
も
、
事
前
規
制
に
一
定
の
理
解
を
示
す
者
が
存
在
す
る
。
た
と
え

ば
、
中
立
性
規
制
の
代
表
的
反
対
論
者
で
あ
るY

o
o

も
、
垂
直
統
合
企
業
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
競

争
者
に
対
す
る
差
別
禁
止
に
は
理
解
を
示
す
。

(

�)

た
し
か
にW

u
とY

o
o

は
議
論
の
出
発
点
が
異
な
る
。
し
か
し
結
局
、
問
題
が
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
で
の
競
争
問
題
で
あ
る
限
り
、W

u

とY
o

o

の
結
論
に
大
き
な
差
異
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
者
排
除
問
題
に
つ
い
て
は
、
競
争
者
排
除
の
危
険

性
（
原
理
的
問
題
）
に
つ
い
て
論
者
の
関
心
は
一
致
し
て
お
り
、
し
か
も
問
題
解
決
の
具
体
的
方
法
を
子
細
に
見
れ
ば
、
規
制
賛
成
論

者
お
よ
び
規
制
反
対
論
者
間
で
、
必
ず
し
も
大
き
な
意
見
の
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

｢ネットワーク中立性」の研究
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３

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の
関
心

�

論
点

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
可
能
性(

T
w

o
-T

ie
r

In
te

rn
e

t

の
許
容
性
）
で
あ
る
。
対
価
を
も
っ
て
、

他
の
パ
ケ
ッ
ト
の
犠
牲
の
上
に
、
あ
る
パ
ケ
ッ
ト
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業
者
が
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
か
と
い
う
問
題
）
で
あ
る
。

(

�)

中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の

関
心
か
ら
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
は
す
べ
か
ら
く
合
法
に
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
価
格
差
別
を

認
め
る
こ
と
に
よ
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
し
、
ま
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
統
合
的
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
、
中
立
性
規
制
に
反
対
す
る
論
者
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。
第
一
の
議
論
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
投
資

費
用
を
確
保
す
る
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
議
論
は
、
価
格
差
別
の
効
率
性
に
注
目
す
る
等
、
資
源
配
分
上
の
効
率
性
を

確
保
す
る
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
議
論
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
を
解
消
し
、
サ
ー
ビ
ス
品
質(

Q
o

S)

を

確
保
す
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
管
理
可
能
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
詳
し
く
検
討
す
る
。

�

投
資
費
用
回
収
の
問
題

中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
で
あ
るS

id
ak

に
よ
れ
ば
、
中
立
性
規
制
の
中
心
は
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
で
あ
り
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
価
格
差
別
の
機
会
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
投
資
費
用
の
回
収
可
能
性
を
認
め
る
か
の
選
択
問
題

で
あ
る
。S

id
ak

に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
議
論
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
権
利
が
論
じ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
敷
設
に
多
大
な
投
資
を
行
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
権
利
に
対
す
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。

(

�)

論 説
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L
e

ssig

は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
「
電
力
網
」
に
た
と
え
る
け
れ
ど
も
、S

h
e

lan
sk

i

に
よ
れ
ば
、
よ
り
適
切
な
例
示
は
補
修
お
よ
び
交
通

量
(

ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク)

の
管
理
を
必
要
と
す
る
「
道
路
」
で
あ
る
。

(

�)

ま
たY

o
o

に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
制
に
お
い
て
問
題
に

な
る
の
は
、
最
も
競
争
が
少
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
野(

th
e

last
m

ile)

で
あ
る
。
中
立
性
規
制
論
者
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
誤
っ
た
政
策
判
断
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

多
大
な
埋
没
費
用
を
特
徴
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
か
か
る
投
資
能
力
お
よ
び
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
利
潤
獲
得
の
機
会
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
ア
ク

セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
機
会
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
は
、
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
を
基
礎
と
し
た
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
替
す
る
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の

可
能
性
お
よ
び
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

(

�)

た
し
か
にT

C
P

/IP

を
基
礎
と
す
る
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
ー
は
、
そ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
と
オ
ー
プ
ン
化
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
市
場
、
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
、
端
末
市
場
の
成
長
を
達

成
し
た
が
、
必
ず
し
も
無
特
性
な
い
し
最
善
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
は
、
等
時
性
が
求
め
ら
れ
る

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
に
は
な
じ
ま
ず
、
ま
た
ス
パ
ム
メ
ー
ル
の
流
通
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
脆
弱
と
い
っ
た
問
題
を
伴
う
。
そ
れ
ら
課
題

な
い
し
問
題
に
対
処
し
た
、
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
失
わ
し
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業
者
に
、
利
潤
獲
得
の
機
会
を
認
め
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
にY

o
o

は
、
①E

-m
ail

や
サ
イ
ト
閲
覧
等
、

「first
co

m
e
,

first
se

rv
e

d

」
の
原
理
に
適
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
②E

-co
m

m
e

rce

等
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
高
め
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
、
③V

o
IP

等
、
等
時
性
が
重
視
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
、
三
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
多
く
の
中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
も
、
中
立
性
規
制
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
利
潤
減
少
を
も

た
ら
し
、
結
果
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
敷
設
に
か
か
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
少
さ
せ
な
い
か
と
い
う
問
題
の
存
在
を
認
識
す
る
。
し
か
し
、
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①
そ
れ
に
懐
疑
的
か
（
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
、
垂
直
統
合
に
よ
る
利
益
で
足
り
る
の
で
は
な
い
か)

、
②
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
レ
ベ
ル
で
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
か
ら
、
中
立
性
規
制
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
上
の
主
張
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
反
論
す
る
議
論
も
あ
る
。
す
な
わ
ちW

u

に
よ
れ
ば
、
中
立
性
規
制
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
低
下
と
の
因
果
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。W

u

に
よ
れ
ば
、
中
立
性
規
制
が
課
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
不
適
切
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当
該
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
適
合
し
た
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
に
か
か
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
中
立
性
規
制
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
阻
害
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
そ
れ
を
促
進
す
る
。
実
際
に
、
テ
レ
ビ
、
携
帯
電
話
、
音
声
電
話
と
い
っ
た
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
あ
っ
た
複
数

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、Y

o
o

が
主
張
す
る
複
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
併
存
が
、
す
で
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

(

�)

Y
o

o

とW
u

の
意
見
の
相
違
が
問
題
に
な
る
が
、Y

o
o

が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
能
力
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、

W
u

は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
にW

u

に
よ
れ
ば
、Y

o
o

は
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
差
別
化
に
か
か
る
便
益
（
複
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
便
益
）
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
標
準
化

(
T

C
P

/IP)

に
か
か
る
便
益
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
す
る
。

(

�)

�

静
態
的
効
率
性
に
か
か
る
問
題

第
二
に
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
禁
止
は
価
格
差
別
の
禁
止
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
規
制
は
資
源
配
分
上
の
効
率
性
を
損
な

う
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
留
保
価
格
の
異
な
る
消
費
者
グ
ル
ー
プ
に
異
な
る
価
格
を
付
す
こ
と
は
、
資
源
配
分
上
の
効

率
性
を
改
善
す
る
可
能
性
を
持
つ
。S

id
ak

に
よ
れ
ば
、「
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
差
別
的
価
格
を
可
能
に
す
る
の
は
、
競
争
の
不

存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
競
争
の
存
在
で
あ
る｣

。

(

�)
S

id
ak

に
よ
れ
ば
、
市
場
を
閉
鎖
す
る
力
が
あ
っ
て
単
一
価
格
を
付
す
こ
と
が
可

論 説
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能
と
な
る
の
で
あ
り
、
中
立
性
規
制
は
そ
の
よ
う
な
市
場
閉
鎖
に
か
か
る
力
を
、
規
制
が
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

(

�)

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
需
要
の
二
面
性

(

�)

に
注
目
し
た
議
論
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
は
、

コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
者
（
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や

E
-co

m
m

e
rce

事
業
者
）
と
閲
覧
者
（
消
費
者
）
と
の
仲
介
的
機
能
を
果
た
す
。
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
優
先
的
取
扱
の
機
会
に
対
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
支
払
意
思
は
一
般
に
大
き
く
、
か
つ
そ
れ
は
コ
ン
テ
ン
ツ

事
業
者
間
で
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
を
認
め
つ
つ
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ

ア
リ
ン
グ
を
認
め
な
い
こ
と
の
非
効
率
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

(

�)

ま
た
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
禁
止
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
か

ら
の
収
入
を
消
費
者
に
内
部
補
助
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ

ス
の
ユ
ー
ザ
ー
を
潜
在
的
に
減
少
さ
せ
、
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性
の
理
念
に
む
し
ろ
反
す
る

(

エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
・
エ
ン
ド
性

の
も
た
ら
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
失
わ
し
め
る)

こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

�

輻
輳
・Q

o
S

の
問
題

第
三
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
輻
輳(

co
n

g
e

stio
n)

」
を
解
消
し
、
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「Q

o
S
(

Q
u

ality
o

f
S

e
rv

ice)

」
を
確

保
す
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
を
認
め
る
べ

き
と
の
主
張
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ベ
ス
ト
・
エ
フ
ォ
ー
ト
原
則
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
流
入
す
る
パ
ケ
ッ
ト
が
増
え
通
信
回
線
の
許
容
量

を
超
え
た
場
合
、
パ
ケ
ッ
ト
は
各
ル
ー
タ
ー
に
お
い
て
キ
ュ
ー

(

処
理
待
ち
パ
ケ
ッ
ト
の
列)

に
入
れ
ら
れ
る
（
キ
ュ
ー
イ
ン
グ)

。

キ
ュ
ー
の
限
界
を
超
え
る
と
、
パ
ケ
ッ
ト
の
廃
棄(

p
ack

e
t

d
ro

p
p

in
g)

が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
輻
輳
で
あ
り
、
近
年

の
等
時
性
が
求
め
ら
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
登
場
が
、
輻
輳
の
問
題
を
深
刻
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
輻
輳
の
問
題
を
管
理
、

｢ネットワーク中立性」の研究
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解
決
す
る
権
限
（Q

o
S

の
保
証
）

(

�)

を
、
中
立
性
規
制
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
対
し
て
認
め
な
い
。

Y
o

o

に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
正
の
外
部
性
（
需
要
者
側
の
規
模
の
経
済
性
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
）

に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
負
の
外
部
性
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
重
い
フ
ァ
イ
ル
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
流
通
す
る
現

在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
こ
そ
が
解
決
す
べ
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
同
問
題
の
解
決
に
従

量
制
課
金
が
最
善
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
上
そ
れ
は
困
難
と
す
る
。
結
果
、
次
善
策
と
し
て

Y
o

o

は
、
問
題
の
解
決
は
当
事
者
間
の
交
渉
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
と
し
、
中
立
性
規
制
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
制
に
躊
躇
を
示
す
の

で
あ
る
。

中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
も
、
輻
輳
問
題
の
存
在
を
認
識
す
る
。
し
か
し
、L

e
ssig

ら
は
、
帯
域
の
絶
対
的
拡
大
（
そ
し
て
そ
れ

を
前
提
と
し
た
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
）
が
、
輻
輳
問
題
を
解
決
す
る
と
の
反
論
を
な
す
。
た
と
え
ば
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
のQ

o
S

に
つ
い
て
、「
ゲ
ー
ム
を
よ
り
楽
し
み
た
い
ユ
ー
ザ
ー
は
、
大
き
な
帯
域
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
に
過
ぎ
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

も
っ
と
も
帯
域
拡
大
に
よ
る
解
決
に
つ
い
て
は
、
①
帯
域
の
増
加
が
さ
ら
に
等
時
性
が
求
め
ら
れ
る
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
、
②
遠
隔
手
術
の
よ
う
に
絶
対
的
に
遅
延
が
許
さ
れ
な
い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在

す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

(

�)

以
上
に
対
し
て
、
輻
輳
解
消
の
た
め
の
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
が
む
し
ろ
輻
輳
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
興
味
深
い

指
摘
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
輻
輳
が
生
じ
た
場
合
、
現
在
は
、
輻
輳
に
対
応
し
て
パ
ケ
ッ
ト
送
信
の
ス
ピ
ー

ド
を
遅
ら
せ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
ユ
ー
ザ
ー
が
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
協
力
し
て
輻
輳
問
題
を
解
決
す
る
状
況
が
見
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
他
の
ユ
ー
ザ
ー
が
協
力
モ
ー
ド
に
あ
る
場
合
、
各
ユ
ー
ザ
ー
に
は
、
そ
の
よ
う
な
協
力
モ
ー
ド
か
ら
逸
脱
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
発
生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
は
、
ベ
ス
ト
・
エ
フ
ォ
ー
ト
原
則
に
従
い
、
輻
輳
に
協
力
し
て
対
応
す
る
と
の
暗
黙
の
社
会

論 説
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的
契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
よ
う
な
協
力
か
ら
の
逸
脱
に
か
か
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
公
正(

fairn
e

ss)

」
の
理
念
に
支
え
ら
れ
た
行
動
で
あ
り
、
仮
に
、
公
正
の
理
念
が
失
わ
れ
た
場
合
に
は
、
各
ユ
ー
ザ
ー

は
、
パ
ケ
ッ
ト
送
信
を
遅
ら
せ
る
旨
の
シ
グ
ナ
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ケ
ッ
ト
送
信
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
パ
ケ

ッ
ト
の
優
先
的
取
り
扱
い
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
公
正
の
理
念
を
失
し
め
、
輻
輳
解
消
の
社
会
契
約
か
ら
逸
脱
す
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

(

�)

�

賛
成
論
者
と
反
対
論
者
の
違
い

ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
は
、
中
立
性
規
制
の
最
大
論
点
で
あ
る
。
規
制
反
対
論
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
懸
念
か
ら
、
ア

ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
差
別
的
取
り
扱
い
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
実
際
、
ベ
ス
ト

エ
フ
ォ
ー
ト
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
保
証
す
る
パ
ケ
ッ
ト
の
優
先
的
取
り
扱
い
は
既
に
行
わ
れ
お
り
、

(

�)
A

k
am

ai

社
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
サ
ー

バ
を
利
用
し
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

(

Ｃ
Ｄ
Ｎ)

。

(

�)

ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
が
ス
パ
ム
対
策

や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
つ
つ
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
を
禁
止
す
る
こ
と

に
、
規
制
の
一
貫
性
が
存
在
す
る
の
か
と
の
批
判
も
な
さ
れ
る
。

中
立
性
規
制
の
賛
成
論
者
も
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
帯
域
利
用
量
に
基
づ
く
課
金
（
従
量
制
課
金
）

を
認
め
る
。
ま
た

W
u

は
、
帯
域
に
よ
る
大
ま
か
な
差
別
化(

lo
w

,
m

e
d

iu
m

,
h

ig
h

b
an

d
w

id
th)

を
認
め
る

(

�)

。
中
立
性
規
制
の
賛
成

論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
よ
り
中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
の
懸
念
す
る
課
題
は
全
て
解
決
さ
れ
る
と
す
る
。L

e
ssig

ら
が
否
定
す

る
の
は
、
追
加
料
金
の
支
払
い
に
よ
り
、
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
実
は
、
中
立
性
規
制
の
反
対
論
者
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
理
解
を
示
す
者
が
存
在
す
る
。
具
体
的
にY

o
o

は
、

｢ネットワーク中立性」の研究
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帯
域
利
用
量
に
基
づ
く
課
金
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
問
題
を
全
て
解
決
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
価
格
設
定
の
困

難
性
（
取
引
費
用
の
大
き
さ
）
を
理
由
と
し
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
基
づ
く
パ
ケ
ッ
ト
の
管
理
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

(
�)

Y
o

o

は
、「
こ
れ
は
中
立
性
か
ら
の
乖
離
を
全
て
問
題
な
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
帯
域
の
測
定

に
か
か
る
取
引
費
用
が
相
対
的
に
小
さ
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
制
限
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
基
づ
く
差
別
）

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

(

�)

以
上
の
検
討
か
ら
は
、
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
帯
域
利
用
量
に
基
づ
く
従
量
性
課
金
の
技
術
的
・
経
済

的
可
能
性
、
更
に
は
従
量
性
課
金
に
お
け
る
適
正
な
価
格
設
定
の
可
能
性
が
、
議
論
の
中
心
に
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
モ
ン
ズ
」
で
あ
る
べ
き
と
す
る(

L
.

L
E

S
S

IG
,

T
H

E
F

U
T

U
R

E
O

F
ID

E
A

S
1

9

�23

(
2

0
0

2))

。

(

�)
L

e
ssig

に
よ
る
「
自
由
」
の
定
義
と
し
て
、id

.,
at

1
2

参
照
。

(

�)
Id

.,
at

1
5

6
.

(

�)
L

e
ssig

に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｔ
＆
Ｔ
独
占
時
代
の
ハ
ッ
シ
ュ
フ
ォ
ン
事
件(

H
u

sh
-A

-P
h

o
n

e
C

o
rp

.
v
.

U
n

ite
d

S
tate

s,
2

3
8

F
.

2
d

2
6

6

(
1

9
5

6))

は
、
電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
端
末
を
例
に
し
た
問
題
の
縮
図
で
あ
る
。「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
す
べ
て
ベ
ル
の
研
究
所
を
通

じ
て
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
済
進
歩
は
ベ
ル
の
研
究
所
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
同
様
の
原
理
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る(

L
E

S
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E
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L
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&
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L
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S
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C
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W
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C
o

m
m

e
rce

,
S

cie
n

ce
an

d
T

ran
sp

o
rtatio

n
(

F
e

b
.

7
,

2
0

0
6)

,
av

ailab
le

at
h

ttp
://w

w
w

.le
ssig

.o
rg

/b
lo

g
/arch

iv
e

s/L
e

ssig
_

T
e

stim
o

n
y

_
2
.

p
d

f.

(
�)

多
様
性
と
効
率
性
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
か
か
る
基
準
の
不
存
在
を
指
摘
す
る
、C

.
S
.

Y
o

o
,

B
e

y
o

n
d

N
e

tw
o

rk
N

e
u

trality
,

1
9

H
A

R
V

.

J.
L

.
&

T
E

C
H

.
1
,

5
4
(

2
0

0
5)

参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
様
性
の
絶
対
的
価
値
を
指
摘
す
る
、H

e
rm

an
,

su
p

ra
n

o
te

1
9
,

at
1

1
2

�11
9

参
照
。

(

�)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
お
け
る
市
場
支
配
力
の
不
存
在
を
指
摘
す
る
、C

.
S
.

Y
o

o
,

N
e

tw
o

rk
N

e
u

trality
an

d
th

e
E

co
n

o
m

ics
o

f

C
o

n
g
e

stio
n
,

9
4

G
E

O
.

L
.

J.
1

8
4

7
,

1
8

9
9
(

2
0

0
6)
[

h
e

re
in

afte
r

cite
d

as
C

o
n

g
e

stio
n]

参
照
。

(

�)
N

U
E

C
H

T
E

R
L

E
IN

&
W

E
IS

E
R

,
su

p
ra

n
o

te
5
,
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1

7
2
.

(

�)
S

id
ak

,
su

p
ra

n
o

te
3

1
,

at
4

6
2
.

(

�)
Y

o
o
,

C
o

n
g

e
stio

n
,

su
p
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n

o
te

4
3
,

at
1

8
9

2

�18
9

3
.

も
っ
と
も

G
o

o
g

le

の
事
例
は
、
実
際
に
は
、
参
入
障
壁
の
高
さ
を
示
す
も
の
と

理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

(

�)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
垂
直
統
合
を
認
め
る
と
、
乗
り
換
え
費
用
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
と
懸
念
さ
れ
よ
う
。
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(
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1
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.

単
一
レ
ン
ト
理
論
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
理
論
は
連
続
す
る
。
そ
の
相
違
に
つ
い
て
、「『

単
一
独
占
レ
ン
ト(

o
n

e
m

o
n

o
p

o
ly
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n

t)

』

理
論
が
補
完
品
市
場
に
お
け
る
排
除
行
為
が
独
占
利
潤
を
増
加
さ
せ
な
い
と
論
じ
る
の
に
対
し
て
、『
補
完
的
効
率
性
の
内
部
化
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ)

』

理
論
は
そ
の
よ
う
な
行
為
は
む
し
ろ
利
潤
を
減
少
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
整
理
す
る
、v

an
S

ch
e

w
ick

,
su

p
ra

n
o

te
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,
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3
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2

参
照
。
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.

(

)

も
っ
と
も
バ
ク
ス
タ
ー
・
ロ
ー
は
、
ナ
ロ
ー
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
い
て
重
要
な
問
題
と
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
規
制
か
ら
解
放
さ
れ

た
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
義
は
小
さ
な
も
の
に
な
る
と
も
言
え
る
。

(

�)

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
間
接
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
有
し
、
同
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
有
力
な
補
完
品
（
ア
プ
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リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
有
す
る
場
合
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
市
場
に
お
け
る
新
規
参
入
者
は
、
①
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
市
場
に
低
価
格
参
入
す

る
か
、
②
補
完
品
開
発
に
多
大
な
サ
ン
ク
コ
ス
ト
を
費
や
す
こ
と
が
必
要
と
な
る(
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&
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.
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例
外
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
中
立
性
規
制
の
必
要
性
を
論
じ
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.

参
照
。
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タ
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が
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ろ
っ
て
タ
バ
コ
の
広
告
規
制
に
「
賛
成
」
す
る
例
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
指
摘
さ
れ
る
。
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中
立
性
の
問
題
は
、
事
業
者
の
自
主
規
制
に
ゆ
だ
ね
る
か
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
事
後
規
制
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
当
と
す
る
、

N
U

E
C
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T
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R
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E
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E
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E
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同
様
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
型
の
事
後
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す
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C
h
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D
e

b
ate

,
av
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S
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N
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9
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2
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0
7)

,
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4
[

Y
o

o]
.

(

�)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
問
題
を
、
こ
の
よ
う
に
技
術
的
に
整
理
す
る
、Z
h

u
,

su
p

ra
n

o
te

8
,

at
6

1
7

参
照
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

者
に
よ
る
課
金
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
理
論
的
に
整
理
で
き
る
。
①
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
支
払
額
に
応
じ
た
帯
域
の
区
別
（
コ
ン
シ

ュ
ー
マ
ー
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ)

、
②
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
従
量
制
課
金
、
③
帯
域
に
よ
る
差
別
化(

lo
w

,

m
e

d
iu

m
,

h
ig

h
b

an
d

w
id

th)

、
④
支
払
額
に
応
じ
た
優
先
的
取
扱
い
（
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
）
で
あ
る
。
①
か
ら
順
に
、
中
立
性
規

制
賛
成
論
者
の
懸
念
は
強
く
な
る
。
な
お
、
④
か
ら
さ
ら
に
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
差
別
に
進
む
と
、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
競
争
者
排
除
の
問
題
そ
の
も
の
と
な
る
（
本
稿
三
・
２
の
問
題)

。
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(
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,
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3
.

(

	)

同
比
較
衡
量
問
題
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ア
ク
セ
ス
に
か
か
る
問
題
）
に
つ
い
てY

o
o

が
理
論
的
に
述
べ
る
、D

.
F

.
S

p
u
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参
照
。
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(

�)

同
問
題
の
競
争
法
的
含
意
に
つ
い
て
は
、M

.
A

rm
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n
g
,

T
w

o
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d
M
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e

ts
:

E
co

n
o

m
ic

T
h

e
o

ry
an

d
P

o
licy

Im
p

licatio
n

s,
in

JA
Y

P
IL

C
H

O
I

E
D

.,
R

E
C

E
N

T
D

E
V

E
L

O
P

M
E

N
T

S
IN

A
N

T
IT

R
U

S
T

3
9
(

2
0

0
7)

.

同
論
文
に
よ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
間
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
外
部
性
は
競
争
を
促
進
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
潤
を
減
少
さ
せ
る(

id
.,

at
4

3)

。
そ
し
て
利
潤
は
一
方
グ
ル
ー
プ
（
顧
客
）
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獲
得
の
た
め
に
費
消
さ
れ
、
他
方
グ
ル
ー
プ
向
け
価
格
（
広
告
料
等
）
が
高
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
と
す
る(

id
.,

at
5

6)

。
こ
こ
で
は
、

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
獲
得
利
潤
は
過
大
で
は
な
い
が
、
最
適
価
格
は
達
成
さ
れ
な
い
と
す
る(
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id)

。
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と
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プ
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ョ
ン
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ル
で
そ
の
よ
う
な
区
別
を
す
で
に
達
成
し
て
お
り
、
ネ
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ト
ワ
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ク
事
業
者
へ
の
規
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を

行
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実
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が
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こ
と
に
な
る
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社
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
差
別
行
為
に
対
す
る
競
争
的
牽
制
力
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
立
性
規
制
の
賛
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論
者
に
と
っ
て
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社
の
サ
ー
ビ
ス
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ま
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に
エ
ン
ド
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ツ
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性

が
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だ
す
イ
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ー
シ
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ン
そ
の
も
の
で
あ
る
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3
.

議
論
の
状
況
を
、「Y

o
o

も
中
立
性
賛
成
論
者
も
、
従
量
制
課
金(

m
e

te
re

d
re

-

g
im

e)

が
、
帯
域
に
よ
る
差
別
化
又
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
基
づ
く
差
別
化(

o
n

e
th

at
th

ro
ttle

s
o

r
su

rch
arg

e
s

sp
e
-

cific
ap

p
licatio

n
s)

よ
り
も
望
ま
し
い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
る
、H

e
rm

an
,

su
p

ra
n

o
te

1
9
,

at
1

4
3

参
照
。

(

�)
Y

o
o
,

C
o

n
g

e
stio

n
,

su
p

ra
n

o
te

4
3
,

at
1

8
9

9
.

こ
れ
に
対
し
てS

id
ak

は
、
帯
域
に
よ
る
差
別
化
と
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ

ン
ツ
に
基
づ
く
差
別
は
同
義
と
す
る(

S
id

ak
,

su
p

ra
n

o
te

3
1
,

at
4

4
2

�44
4)

。
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四

我
が
国
に
お
け
る
議
論

１

米
国
に
お
け
る
議
論
の
ま
と
め

以
上
が
、
中
立
性
規
制
に
か
か
る
米
国
の
議
論
の
状
況
で
あ
る
。
議
論
が
政
策
論
、
立
法
論
と
し
て
展
開
す
る
が
故
に
、
幅
広
い
視

点
が
議
論
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
議
論
の
中
心
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市

場
に
お
け
る
力
の
濫
用
で
あ
り
、
新
た
な
行
為
規
制
の
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
同
問
題
に
絞
り
、
そ
こ
で
の
問
題
を
二
つ
に

分
け
て
検
討
し
た
。

第
一
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
よ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
垂
直
統
合
、
競
争
者
排
除
の
規
制
で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
市
場
状
況
・
競
争
状
況
に
、
主
た
る
関
心
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
点

は
、
①
市
場
画
定
、
②
垂
直
統
合
の
効
率
性
、
③
補
完
的
外
部
性
、
④
中
立
性
規
制
の
協
調
促
進
効
果
、
そ
し
て
⑤
競
争
法
規
制
と
の

役
割
分
担
問
題
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
課
金
方
法
の
問
題
（
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
）
で
あ

る
。
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
に
お
け
る
市
場
状
況
・
競
争
状
況
に
、
主
た
る
関
心
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
点
は
、
①
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
補
修
・
構
築
に
か
か
る
投
資
費
用
回
収
、
②
価
格
差
別
の
効
率
性
、
③
需
要
の
二
面
性
、
そ
し
て
④
輻
輳
の
解
決
問
題
で
あ

っ
た
。
帯
域
利
用
量
に
基
づ
く
管
理
可
能
性
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

２

我
が
国
に
お
け
る
議
論
・
市
場
環
境
の
相
違

�

中
立
性
の
定
義
問
題

｢ネットワーク中立性」の研究
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翻
っ
て
、
我
が
国
の
懇
談
会
報
告
書
を
見
る
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
問
題
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
公
平
に
利
用
し
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
係
る
コ
ス
ト
負
担
が
公
平
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
全
体
の
健
全
な
発
展
が
実
現
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
」
も
の
と
定
義
し
、
と
り
わ
け
次
の
三
つ
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
三
原
則
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

消
費
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
柔
軟
に
利
用
し
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
イ
ヤ
ー
に
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
、

第
二
に
、
消
費
者
が
法
令
に
定
め
る
技
術
基
準
に
合
致
し
た
端
末
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
自
由
に
接
続
し
、
端
末
間
の
通
信
を
柔
軟
に
行

う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
消
費
者
が
通
信
レ
イ
ヤ
ー
お
よ
び
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
レ
イ
ヤ
ー
を
適
正
な
対
価
で
公
平
に

利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
垂
直
的
な
市
場
統
合
の
進
展
、
水
平
的
な
市
場
統
合
の
進
展
、
お
よ
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
多
層
化
と
い
う

市
場
環
境
の
変
化
、
並
び
に
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
い
う
変
化
を
背
景
に
し
て
、
電
気
通
信
事
業
の
競
争
政
策
全
般
に
つ
い

て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
時
代
の
経
済
法
（
事
業
法
・
独
禁
法
）
規
制
の
あ
り
方
全
体
を
指
す
も
の
と

し
て
、
中
立
性
問
題
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
に
お
け
る
中
立
性
の
議
論
は
、
そ
の
よ
う
な
消
費
者
の
権
利

(
P

o
w

e
ll

の
四
つ
の
権
利
）
を
前
提
に
し
た
上
で
、
各
論
と
し
て
の
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
に
お
け
る
問
題
を
論

じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
米
間
に
お
い
て
中
立
性
の
定
義
が
異
な
る
の
は
、
両
者
の
市
場
状
況
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
有
す
る
ラ
ス
ト
マ
イ
ル
回
線
に
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
性
が
存
在
す
る
も
の
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
お
よ
び
Ｉ
Ｓ
Ｐ

市
場
へ
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
義
務
に
よ
り
、
競
争
的
な
Ｉ
Ｓ
Ｐ
市
場
が
成
立
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
市
場
環
境
の
変
化
（
�
参
照
）
や
、
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
登
場
（
�
参
照
）
に
備
え
て
、
規
制
の
あ
り
方
全
体
を
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
名
の
下
に
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

論 説
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�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ス
ト
負
担
の
公
平
性

懇
談
会
報
告
書
は
、
中
立
性
問
題
の
検
討
に
あ
た
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ス
ト
負
担
の
公
平
性
、
お
よ
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用

の
公
平
性
と
い
う
、
二
つ
の
観
点
が
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
稿
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
へ
の
関
心
問
題
（
三
・
３
）
、

お
よ
び
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
関
心
問
題
（
三
・
２
）
と
い
う
整
理
と
、
そ
れ
ぞ
れ
大
ま
か
な
対
応
関
係
を
有

す
る
。

ま
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ス
ト
負
担
の
公
平
性
に
つ
き
、
懇
談
会
報
告
書
は
、
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
急
増
に
伴
う
通
信
網
の
増
強
の

た
め
の
コ
ス
ト
負
担
の
在
り
方
が
問
題
と
し
て
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
①
ス
ケ
ー
ラ
ブ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、
そ
し
て
②
帯
域

制
御
が
あ
る
と
す
る
。
①
は
エ
ン
ド
・
ツ
ゥ
ー
エ
ン
ド
性
を
維
持
し
た
上
で
の
解
決
方
法
を
指
し
（
Ｐ
２
Ｐ
や
Ｃ
Ｄ
Ｎ)

、
②
は
本
稿

に
お
け
る
ア
ク
セ
ス
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
お
よ
び
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
テ
ィ
ア
リ
ン
グ
の
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
米
国
に

お
け
る
中
立
性
の
議
論
と
共
通
性
を
有
す
る
。

懇
談
会
報
告
書
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
へ
の
課
金
に
つ
い
て
、
過
剰
な
帯
域
制
御
に
懸
念
を
示
し
な
が
ら
も
、

(

�)

次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

(

�)

「
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
リ
ッ
チ
コ
ン
テ
ン
ツ
の
配
信
に
つ
い
て
追
加
料
金
の
支
払
い
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
適
当
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
と
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
間
の
当
事
者
間
の
協
議
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る｣

。

(

�)

こ
の
よ
う
な
協
議
に
よ
る
解
決
が
許
さ
れ
る
の
は
、
米
国
に
お
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
の
市
場
支
配
力
が
前
提
に
な
る
こ
と
と
は

異
な
り
、
我
が
国
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
市
場
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
と
共
に
、
競
争
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
の
公
平
性

次
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
の
公
平
性
に
つ
き
、
懇
談
会
報
告
書
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
Ｎ
Ｇ
Ｎ
に
つ
き
、
通
信
レ
イ
ヤ
ー
内
の
水
平
市
場

｢ネットワーク中立性」の研究
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に
お
け
る
規
制
の
あ
り
方
と
、
レ
イ
ヤ
ー
間
の
問
題
（
通
信
レ
イ
ヤ
ー
と
上
位
レ
イ
ヤ
ー
と
の
垂
直
関
係
）
と
を
検
討
す
る
。
懇
談
会

報
告
書
は
、
前
者
に
つ
き
、
Ｎ
Ｇ
Ｎ
に
対
し
て
独
占
禁
止
法
と
共
通
す
る
市
場
支
配
力
分
析
を
前
提
と
し
て
ド
ミ
ナ
ン
ト
規
制
を
行
い
、

接
続
ル
ー
ル
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
。

後
者
の
レ
イ
ヤ
ー
間
問
題
に
つ
い
て
、
懇
談
会
報
告
書
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者

と
の
具
体
的
関
係
に
関
し
、「
例
え
ば
、
①
資
本
関
係
に
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
自
社
ユ
ー
ザ
ー

の
パ
ケ
ッ
ト
流
通
に
つ
い
て
帯
域
を
優
先
的
に
割
り
当
て
た
り
、
特
定
の
者
以
外
の
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

を
迂
回
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
の
よ
る
差
別
的
取
扱
い(

b
it

d
iscrim

in
atio

n)

が
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
②
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
、
使
用
す
る
ポ
ー
ト
を
検
知
し
て
利
用
で
き
な
く
す
る
た
め
に
ポ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を
か
け
る
行
為(

p
o

rt
b

lo
ck

in
g)

が
行

わ
れ
な
い
こ
と
」
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
述
べ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
米
国
に
お
け
る
中
立
性
の
議
論
と
直
接
の
関
連

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

３

ま
と
め

米
国
に
お
け
る
複
雑
な
中
立
性
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
整
理
・
検
討
し
た
。
議
論
は
な
お
活
発
に
進
行
中
で
あ
る
が
、
本
稿

に
お
け
る
整
理
の
視
点
が
、
そ
れ
ら
議
論
の
鳥
瞰
図
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
市
場
環
境
が
米
国
と
大
き
く
異
な
る
我
が
国
に

お
い
て
は
、
中
立
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
米
国
と
は
異
な
る
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
な
が
ら
各
論
に
お
い
て
は
、
米
国
に
お

け
る
議
論
を
参
考
に
し
得
る
場
面
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
各
論
の
検
討
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

論 説
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(

�)

懇
談
会
報
告
書
七
頁
。
政
策
展
開
に
お
け
る
指
針
は
、
①
競
争
中
立
性
（
特
定
の
事
業
者
を
特
に
有
利
又
は
不
利
に
取
り
扱
わ
な
い)

、

及
び
②
技
術
中
立
性
（
特
定
の
技
術
を
特
に
有
利
又
は
不
利
に
取
り
扱
わ
な
い
）
と
す
る
（
同
八
頁)

。

(
�)

懇
談
会
報
告
書
二
八－

二
九
頁
。

(
�)
一
定
の
留
保
の
下
、「
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
追
加
課
金
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
原
則
に
立
て
ば
基
本
的
に
当
該
課
金
は

合
理
性
を
有
す
る
」
と
す
る
（
懇
談
会
報
告
書
二
七
頁)

。

(

�)

懇
談
会
報
告
書
二
八
頁
。

(

�)

懇
談
会
報
告
書
五
七
頁
。

＊

武
田
邦
宣：

大
阪
大
学
大
学
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高
等
司
法
研
究
科
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授
。V
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(

2
0

0
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0
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7)
.

本
稿
に
お
け
る
意
見
は
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
所
属
す
る
組
織
の
も

の
で
は
な
い
。
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